
農林水産省
(国産農林水産物等の生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保）国

産
品 農薬取締法等による国内

の生産資材の規制等

厚生労働省
（国内流通食品の監視）連携

36

食品の安全確保と消費者の信頼確保

加工・流通段階生産段階

消費者生産者 農産物 食品

フードチェーン（農場から食卓まで）

農業生産工程管理
（ＧＡＰ）の導入・普及

生産活動の各工程の正確な実施、
記録、点検及び評価を行うこと
による持続的な改善活動

ＨＡＣＣＰ※（ハサップ）システムの導入
（※危害要因分析と重要管理点による衛生管理の手法）

適正製造規範（ＧＭＰ）の導入

有害化学物質、有害微生物への対策（情報収集→対策策定→実施→効果確認）

＜２ (3) リスク分析手法＞


